
 

会 議 開 催 結 果 概 要 書                

１ 審 議 会 等 の 名 称 岸和田市生涯学習審議会 

２ 開 催 日 時 令和３年７月20日(火)  午前10時00分～11時30分 

３ 開 催 場 所 岸和田市立公民館 ４階 多目的ホール 

４ 公開・非公開の別 公 開  

５ 

 

非 公 開 理 由 

(非公開の場合のみ) 
― 

６ 出 席 者 委員14名、事務局５名 

７ 
傍 聴 人 数 

（公開の場合のみ） 
２名 

８ 議題及び審議概要 

 

１．開会 

２．委嘱状の交付（新委員のみ） 

３．市長挨拶 

４．案件 社会教育関係団体運営補助金について 

５．その他 

６. 閉会 

９ そ の 他 
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生涯学習審議会 会議録                                

会 議 名 令和３年度 第１回生涯学習審議会  

日 時 令和３年７月 20 日（火）午前 10 時～11 時半 

場 所 岸和田市立公民館 ４階 多目的ホール 

出席委員 岩槻会長、馬場副会長、白井委員、〆野委員、山本委員、草山委員、濵崎委員、 

林委員、田中委員、七野委員、原委員、西村委員、松谷委員、楠本委員、上月委員

以上 15 名 

欠席委員 松田委員 以上１名 

事 務 局 牟田生涯学習部長、寺本生涯学習課長、加柴主幹、上野担当長、田中担当員   

以上５名 

傍聴人数 ２名 

次 第 １. 開会 

２. 委嘱状の交付（新委員のみ） 

３. 市長挨拶 

４. 案件  

（1）社会教育関係団体運営補助金について 

５. その他 

６. 閉会 

資 料 【配付資料】 

別紙１ 令和３年度岸和田市生涯学習審議会委員名簿 

別紙２ 社会教育法（抜粋） 

別紙３ 各団体の令和２年度決算書及び令和３年度予算書 →終了後、回収 

【持参資料】 

 ・社会教育関係団体一覧 

 ・各社会教育関係団体 事業計画書（８団体） 

●審議事項 

（1）社会教育関係団体運営補助金について 

●質疑概要 

【事務局】 本日の案件である「社会教育関係団体運営補助金」について、別紙２に基づきご説明させて

いただく。 

社会教育法第 13 条の規定に基づき、社会教育関係団体運営補助金の交付にあたり、本市にお

いては社会教育委員が設置されていないため、それに代わる審議機関として、生涯学習審議

会でのご審議をいただく。また、ここ３年度間、社会教育関係団体運営補助金ついて審議を

していない状況である。過去の審議においては、補助金の交付決定後に審議を行っており、

委員からもそのことは問題である等のご意見が出ていたことから、今年度からは交付申請が
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あった団体について、交付決定前に委員の皆様から意見をいただくこととした。 

審議会において、交付の是非について決定はできないが、社会教育関係団体へ補助金を交付

するにあたり、忌憚のない意見をいただき、今後の方向性等への参考にもさせていただく。 

【会 長】 事務局から説明があったように、社会教育関係団体運営補助金については、社会教育法の規

定に則り、審議会の意見をお聴きする。事前送付資料と、本日配付された予算・決算関係の

資料もご覧いただき、皆様のご意見をいただきたいと考えている。一団体ずつ、説明、質問

をするという形で進めさせていただく。 

それでは、① 岸和田市ＰＴＡ協議会から、説明をお願いしたい。 

【事務局】 事前に送付させていただいた「社会教育関係団体一覧」と「各社会教育関係団体事業計画書

（８団体分）」、そして、今日配付した、別紙３「各団体の令和２年度決算書及び令和３年度予

算書」の３点をご覧いただきたい。各団体の概要と今年度の事業実施予定、そして、会計を見

ていただくことになる。事務局からの説明は、主に「社会教育関係団体一覧」に沿って述べさ

せていただく。 

ＰＴＡ協議会の事業概要だが、市立各学校園ＰＴＡが相互に連携し、協力しあい、ＰＴＡの

健全な発展を図るとともに、教育の振興と園児・児童・生徒の健全育成に努めることを目的

としている。令和２年度の事業については、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、総

会が書面開催となり、その後の会議も中止または書面開催が多かった。そうした中、子ども

の安全確保（見まもり等）事業や、各単位ＰＴＡによる市内一斉清掃活動を実施した。また、

中高部会研修会では、中学生の本音、高校生の思いアンケート調査を実施し、回答集を作成

した。さらに広報として、市ＰＴＡだよりを発行している。補助事業の効果としては、大阪府

ＰＴＡ協議会や、泉南地区ＰＴＡ協議会等、関係各団体等が主催する会議・研修会に参加す

ることにより、連携・相互協力を図ることができており、市ＰＴＡだよりを発行することに

よって、ＰＴＡ活動の周知・啓発の促進、各研修会内容の伝達等を図ることができている。そ

して、子どもの安全見まもり隊事業の支援ができている。令和３年度の交付申請額は 24 万円

である。組織の構成人数は、37 学校園のＰＴＡより選出し、現在 16 名で運営している。 

【委員長】 この団体に関して、意見はないか。 

【委 員】 令和２年度事業概要に、子どもの安全確保（見まもり等）事業とあるが、これは見まもり隊と

は別か。見まもり隊は、保険に加入されていると思うが、この支出にはその項目が出てきて

いない。 

【事務局】 安全見まもり隊は、各地域の方々とＰＴＡで共に活動していただいている。その中で、地域

の方々には市の方で保険に加入していただいており、ＰＴＡの会員については、別途、各単
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位ＰＴＡの方で保険に加入している。 

【委 員】 子どもの安全確保（見まもり等）事業に関して、経費はかかっていないということか。 

【事務局】 岸和田市ＰＴＡ協議会は各単位ＰＴＡの集合体である。保険は各単位ＰＴＡで加入しており、

市やＰＴＡ協議会として保険の管理はしていない。 

【委 員】 保険の支出に関しては理解したが、子どもの安全確保（見まもり等）事業が、見まもり隊とは

別にあるということか。 

【事務局】 市とＰＴＡをあわせた中で、子どもの安全確保（見まもり等）事業を行っている、ＰＴＡ主体

の事業というよりも、見まもり隊を含めた事業である。 

【会 長】 続いて、② 岸和田市青少年指導員協議会について、説明をお願いしたい。 

【事務局】 事業概要としては、各小学校区青少年指導員相互の連絡協調を図り、また青少年指導に関す

る諸問題の研究協議を行い、もって地域における青少年健全育成活動を円滑かつ、効果的に

推進することを目的としている。令和２年度の事業については、新型コロナウィルス感染拡

大の影響により多くの事業が実施できなかったが、危険箇所事故防止用看板、痴漢注意喚起

啓発看板設置、市内一斉パトロールを随時行った。また、成人式の開催協力と青指協だより

「赤しゃつ」を発行し、活動の周知・広報を行った。補助事業の効果としては、次代を担う青

少年の主体性や社会性を育む、健全育成に向けた活動ができ、また、青指協の活動及び行事

について各単位町全戸配布にて報告、ＰＲをすることにより、地域の大人がより青少年の育

成に関心を持つことに繫げることができている。令和３年度交付申請額は 64 万円で、内訳は

運営費 24 万円、広報紙 40 万円である。組織の構成人数については、市長からの委嘱を受け、

445 名で活動している。 

【会 長】 この団体に関して、意見はないか。 

【委 員】 意見なし。 

【会 長】 次に、③ 岸和田市こども会育成連絡協議会について、説明をお願いしたい。 

【事務局】 事業概要としては、こども会育成に関する諸問題について研究し、育成者及び指導者相互の

連絡、協調を密にするとともに、自主的な活動、実践を通してこども会の発展を図ることを

目的としている。令和２年度の事業については、新型コロナウィルスの影響により、多くの

事業が中止を余儀なくされた。本来であれば、育成者の学習交流会、連絡調整を行う会議、夏

季・冬季スポーツ大会、こども会大会といった事業を行う予定であった。青少年育成連絡会

の会議、成人式開催における協力、泉州こども会連絡会等、実施できた事業は一部であった。

補助事業の効果としては、校区こども会や町単位のこども会間の交流の推進、連携の強化、

育成者の養成、活動の場の確保や整備、他団体との友好関係の推進等に取り組むことができ
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ている。また、泉南ブロックこども会育成連絡協議会、関係各団体等が主催する会議・研修会

に参加することにより、連携や相互協力を図ることができている。令和３年度の交付申請額

は 34 万円で、内訳は運営費 24 万円、広報紙 10 万円である。組織の構成人数については、現

在役員 25 名、校区委員は 62 名で運営している。各町のこども会会員数、安全保険加入者数

は 4,379 人（７月 16 日現在）である。 

【委員長】 この団体に関して、意見はないか。 

【委 員】 令和３年度予算書の収入について、補助金が令和２年度分 24 万円と記載されているが、令和

３年度分は事業完了後に支払われるのか。もし、事業完了後に支払われるのであれば、令和

２年度決算書においては、支出額合計 191,962 円しか使われていないが、それでも 24 万円が

支払われるのか。 

【事務局】 岸和田市補助金等交付規則に基づき、今年度の補助金交付申請であれば、各団体が令和４年

３月末日までに実施した事業の結果から、 終的な交付額を確定し、翌年度に支払いをする。 

令和２年度は、こども会の活動自体がコロナの影響を受け縮小した。結果、令和２年度の補

助金交付申請に対し、 終的に支払った補助金額は 126,564 円である。予算書は、こども会

の総会資料として、令和３年３月 31 日時点の令和３年度予算額として作成されたもので、作

成時点では交付額が決定していなかったため、補助金額が満額の 24 万円となっている。 

【委 員】 令和３年度予算の収入には、令和３年度分の補助金額が載ると思っていた。だが、これには

令和２年度分と書かれていたため、額は決定されているはずなのに、なぜその額で計上され

ていないのかと思い理解できなかった。 

【事務局】 補助金は、交付決定されてから、事業が終わった後に事業執行状況の実績報告を受けて支払

う制度である。団体によって資金がない場合は、概算払いや前金払いという形で支払いをす

るが、こども会については資金があるので、確定払いで年度をまたいで支払いをしている。

予算は年度が変わっても、市の会計としては５月末の出納閉鎖までに補助金を振り込めば、

前年度分として支払いができる。一方、各団体の事業においては、４月以降は新年度予算と

なるため、市の会計年度と各団体の会計年度がずれてくる。 

【会 長】 岸和田市では確定払いという形をとっているということか。それとも、あくまでこの団体に

ついては確定払いをしているということか。 

【事務局】 補助金の交付に関しては、基本、全て確定払いである。 

【副会長】 令和３年度の予算に「※令和２年度分」とあるのがわかりにくいのだと思う。令和２年度の

交付額は確定できているはずであるのに、なぜ概算で示されているのかと思ってしまう。 

【事務局】 年度終了後に額を確定し、補助金を支払うため、市の支払いは必ず４月以降になる。各団体
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の会計年度としては新年度の収入になるが、市としては前年度の支出になる。 

【委 員】 社会福祉協議会の助成金の場合、その年度中に申請した額を頂き、期末に 終調整をし、頂

き過ぎた分を返還している。それが一般的かと思う。資金がないから助成をしてもらってい

るのだから、確定後に支払いされるという想定で事業計画を立てている団体は少ないと思う。 

【事務局】 岸和田市補助金等交付規則に基づいた概算払いという支払い方があり、資金がない団体につ

いては、先に補助金を支払い、年度末に額が確定してから返還するという方法をとっている。 

【事務局】 表示方法については、私どもの宿題として来年度に向けて考えていきたい。先程の説明のと

おり、予算書に 24 万円と書かれているのは、団体側で本来の活動をしたとすれば、満額の 24

万円が交付されることになると考えて計上しているものと思う。 

【会 長】 続いて、④ 岸和田市青年団協議会について、説明をお願いしたい。 

【事務局】 事業概要としては、市内の各連合青年団の連絡調整を図り、自主的な青年団活動の育成に努

めている。また、大阪府青年団協議会、日本青年団協議会への加入によって各地の青年団組

織と情報交換をすることで、活動の活性化に繋げている。令和２年度の事業については、新

型コロナウィルスの影響により多くの事業が中止された。その中で、年末夜警パトロール、

成人式開催の協力を行った。また、学校行事の中止が相次ぐ中、市内全中学校３年生の思い

出づくりとして、「卒業記念アート制作」を実施し、青年団活動への関心に繋げる活動ができ

た。補助事業の効果については、各単位町の青年団間での交流の推進、地域へ貢献する自主

的活動、指導者の育成、及び青年団活動の育成に取り組むことができている。令和３年度の

交付申請額は 36 万円である。組織の運営人数は、現在 41 名である。 

【委員長】 この団体に関して、意見はないか。 

【委 員】 繰越金や積立金について金額が大きい団体もあり、また、私どもの団体でも取り扱いに関し

て、少し苦労しているのでお聞きしたい。私どもの団体は会員からの会費による収入がある

ため、補助金が全てではない。概算払いで補助金が支払われるまでの期間を補うつもりで２、

３万円位を残しているというのは認められているはずだが、繰越金は会計上どのように扱う

のが適正か。 

【事務局】 基本、補助金を用いた部分の繰り越しはできない。また、当該年度における事業以上の補助

金をお渡しすることはない。自主財源についての繰越金は認められているので、それが各団

体の繰越金になっている。 

【委 員】 今回や以前もそうだが、概算払いで８月末あたりに補助金が交付される。私どもはボランテ

ィアなので、個人で立替えをすることになる。活動は止まっているように見えたとしても、

実際には話し合いをしたり、ビデオレターを作ったりしている。その時に、半年もの期間補
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助金の支払いがない状態というのは、自主財源がない団体にとってはかなり厳しい。概算と

いうことであれば、支払い時期について検討をしていただきたい。 

      もう一つ、周年事業の冊子作製等については、別途、社会福祉協議会等の特別助成金の申請

をしている。そういったことで積立金がある場合に、会計上どのように扱うのが適正か。 

【事務局】 団体の状況によって、概算払いなのか確定払いなのかを選択できる規定になっているため、

各団体の状況を見極めて交付をしていく。 

【事務局】 積立金に関しては、団体が考えるべきことである。事業報告も団体から提出された資料なの

で、その部分を市の方に問われても答えは出ない。 

【副会長】 私は他団体にも所属しており、市から補助金を頂いている。そこでは、比較的速やかに５月

頃交付されている。事業補助であるので、その年度の事業を補助するために申請をし、許可

されたら概算払いで補助金が交付される。そして、年度末に精算をするという流れである。 

      事務局が説明したとおり、その年度の事業を補助するために貰っている補助金から積み立て

ができるはずがない。私達の団体の場合、会費等からやりくりをして、毎年何万円かを積み

立てて、記念会に備える等しているが、それは自分たちの会計からやりくりしており、補助

金は使っていない。 

【会 長】 積立金の話が入ってくること自体が適当なのか検討すべきではないか。もしかすると、補助

金の審議においては、団体独自の予算・決算とは別の書き方をすべきではないか。事務局に

ご検討いただきたい。 

【委 員】 団体側としては、実績報告時に、これは補助金対象ではない、これは補助金対象になる、とい

うふうに仕分けをして提出している。当然、会計上は会費や事業への参加費等と併せている

が、領収書段階では仕分けはされており、実際に何に使用されているのかが明確にわかる。

全会計で言えば一千万や何百万の規模の団体でも補助金の割合は非常に低い場合もある。一

方、私達の団体は丸々ボランティアなので比率は高い。また、追加資料を今日渡されて内容

を読み取るのは難しいと感じた。提示の仕方を研究された方が良いと思う。 

【会 長】 今のご意見を踏まえ、次回から表現や表の作り方について、事務局に検討いただくというこ

とでよろしいか。 

【事務局】 先程の委員からのご質問に関してだが、全ての団体がボランティアである。また、書類の内

容については精査し、わかりやすい形で作成するよう検討する。 

【会 長】 続いて、⑤ 日本ボーイスカウト岸和田育成会について、説明をお願いしたい。 

【事務局】 事業概要としては、自立心のある健全な青少年の育成を目的とした世界的な運動であり、心

身ともにバランスのとれた人格の形成をめざしている。岸和田市においては、ボーイスカウ
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トは第４団と第５団の２つの組織がある。令和２年度の事業については、新型コロナウィル

ス感染症の影響で多くの活動が中止を余儀なくされた。その中で、清掃活動や自然体験会、

ハイキング、野外工作、国際マラソン奉仕等を行った。補助事業の効果として、団役員、リー

ダー共にボランティアで活動しており、野外活動やレクリエーション事業等、団体活動資金

として補助金を使用し、社会教育関係団体として成果ある活動が行うことができている。令

和３年度交付申請額は 12 万円で、それぞれ第４団に６万円、第５団に６万円である。組織の

構成人数は、現在第４団 40 名、第５団 50 名である。 

【会 長】 この団体に関して、意見はないか。 

【委 員】 意見なし。 

【会 長】 続いて、⑥ ガールスカウト大阪府第 78 団について、説明をお願いしたい。 

【事務局】 事業概要としては、「やくそく」「おきて」を基本とし、少女の社会教育をなすため、少女たち

の健全な心身発達に寄与する事業やガールスカウト運動の啓発と健全な育成を図るための事

業を行っている。令和２年度の事業については、新型コロナウィルス感染症の影響で、多く

の活動が中止を余儀なくされた。その中で、岸城神社等の清掃奉仕、クリスマス会、ワールド

シンキングディについては実施された。補助事業の効果については、保護者会員や卒団スカ

ウトにも府連盟指導者研修を受講してもらい、本活動への理解を深め、リーダーとして活躍

できるよう支援している。また、少子化の中、小学校、幼稚園、保育所にもチラシを配布し、

本活動に関心を持ってもらえるよう体験集会を設けている。令和３年度交付申請額は 12 万円

である。組織の団員数は、現在 83 名である。 

【会 長】 この団体に関して、意見はないか。 

【委 員】 意見なし。 

【会 長】 続いて、⑦ 岸和田市障害者学級しゃぼんだまについて、説明をお願いしたい。 

【事務局】 事業概要としては、生涯学習の一環として、会員が様々な活動を通じて仲間づくりや社会参

加や自己表現等を行うことを目的としている。平成 17 年度からは社会教育関係団体へと移行

し、自主的に学習運営する「岸和田市障害者学級しゃぼんだま」となり活動をしている。 

      令和２年度の事業については、新型コロナウィルス感染症の影響で、多くの活動が中止を余

儀なくされた。毎月１回の学習日を設け、ボウリング、フライングディスク体験会、映画鑑

賞、芋掘り、コンサート、みかん狩り、焼き芋を実施したが、年の半分程度中止となった。補

助事業の効果については、障害者は帰宅後や休日等は孤独になっている場合が多く、親も高

齢化する中でますます一人で過ごすことが増える傾向にあるため、地域社会の中で多くの人

達と関わり、「生きる力」を学ぶ場として月に１度活動している。また、他団体との交流や、
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企業のＣＳＲの一環としてボランティアの受入れを行い、他者との関わり方を学んでいる。

そして、障害者に対する理解が深まり広がりができている。令和３年度の交付申請額は 35 万

円である。構成人数は、会員として役員を含め現在 77 名である。 

【会 長】 この団体に関して、意見はないか。 

【委 員】 意見なし。 

【会 長】 後に、⑧ 岸和田市障害児のためのサマースクール実行委員会について、説明をお願いした

い。 

【事務局】 事業概要としては、夏休み中、家に閉じこもりがちな障害児に、主にプール遊びを中心とし

た活動の場を提供し、ボランティア活動を通して障害児との関わりを持つことにより、障害

児に対する理解を深め、地域の教育活動の一つとして、幅広い市民に障害児教育についての

関心を高めることを目指している。令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の影響で市民

プールが開設されなかったため事業を実施できず、補助金の交付申請はなかった。資料には

令和元年度の実施事業を載せている。令和元年度は、大宮小学校のプールを利用し、７月 23

日からの４日間のプール遊びや８月 17 日に夕涼み会を行った。次に、令和元年度に出された

補助事業の効果をご説明する。サマースクールの運営はボランティアにより支えられており、

「社会教育活動」として訴えることができることによって、学生や教職員の協力を得られて

いる。多くの方々にボランティアを体験してもらい、障害児理解へと繋げている。令和３年

度の交付申請額については、令和３年度も同様にプールが開設されないことから、プール活

動ではなく、１日限りのイベントを実施する予定である。令和３年度の予算額は 24 万円ある

が、交付申請額は８万円である。組織の運営人数については、実行委員会形式となっており、

現在 30 名を上限として参加者を募集している。 

【委員長】 この団体に関して、意見はないか。 

【会 長】 各団体の説明と質疑は以上となる。社会教育関係団体運営補助金については、審議会で補助

金を交付するかどうかの決定を行うものではない。ご意見をいただき、各種団体の運営や補

助金についての今後のあり方等、方向性については参考にさせていただく。 

【事務局】 今回の８団体に対する補助金の申請については、今後交付決定を経て交付することになる。

いただいた意見は、今後の社会教育関係団体のあり方等について検討する参考材料とさせて

いただく。また、来年度以降も第１回目の審議会での審議事項とさせていただくので、よろ

しくお願いしたい。 

【委 員】 市長の挨拶や各団体の会計報告からもわかるように、皆さんご苦労されていると思う。私の

団体も、公民館の貸館を予定していても突然使えなくなったり、悩んだ上で浪切ホールを借
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りる等、色々な苦労をしながら運営している。12 回の活動を７回にしたりもしているが、そ

れは何もしなかった訳ではなく、準備までしていたが中止になった。その調整をするにあた

っても、ボランティアの皆さんの力を借りないとできない。ボランティアの方たちはご高齢

の方も多くおられ、その面で配慮をしないといけなかったり、ギリギリまで議論をしている

期間に辞めてしまったりもする。ボランティア連絡協議会でいうと、団体がなくなってしま

ったり、この期間は参加しませんという方もいる。それでも、半減したスタッフの中でやれ

ることをやろうとするが、いきなり、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言と言われ、大変

苦労している。なんとか頑張ってやろうと思っていても、資金がなく結局立替えてやらなけ

ればいけないという状況であり、団体を守っていかないと消滅してしまう。ペーパー上で見

たり、数字で見たり、ではなくて実際に足を運んでいただき、どういう苦労をしているのか

を各団体と対話をしながら可能な限り知っていただきたい。一度なくなってしまったら、復

活させることはほぼ無理という団体ばかりだと思うので、そこは共有していけたらと思う。

執行する側にも、是非考えていただきたい。 

●「岸和田市立公民館及び青少年会館再編基本方針」について 

【事務局】 現在の状況を簡単にご説明する。当初１月 23 日から市民説明会を予定していたが、２回目の

緊急事態宣言が発出され、延期となっている。その後、５月 22 日から改めて市民説明会を予

定していたが、再度、３回目の緊急事態宣言が発出され、再延期を余儀なくされ今の状況に

至っている。現在、市のホームページでは、公民館等再編基本方針市民説明会用の動画を配

信している。これはあくまで、公民館等のあり方についての内容である。今後市民説明会を

経て、基本方針が固まった後、個別の施設計画を作成していく。緊急事態宣言で全てが止ま

っている中、次に進めていないというのが現状である。動画については、皆様にご視聴いた

だきたいと思っている。 

【委 員】 生涯学習実施計画における社会教育支援チームについて、進捗をご報告されるべきではない

か。 

【事務局】 生涯学習推進本部という会議体の中で、社会教育支援チームの名称を「生涯学習支援チーム」

とすることが決定した。その他の事項に関しては、今までにご報告申し上げている通りであ

る。実際に、生涯学習支援チームが活動していくのは、秋以降である。また、生涯学習基本方

針を作られた神戸大学大学院教授の松岡先生に関して、委員からも「松岡先生からお話を聞

いたら参考になるのではないか。」とご意見をいただいた。今、松岡先生と日程調整をしてお

り、先生からも前向きに考えたいとお話しいただいている。生涯学習基本方針を作られた経

緯や思いをお聞きし、今後に活かしたいと考えている。 



 別紙２  
 

第⼀法規『D1-Law.com 現⾏法規』 1/1

社会教育法（抜粋） 

 

（社会教育の定義） 

第⼆条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号）⼜は就
学前の⼦どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成⼗⼋年法律第七⼗
七号）に基づき、学校の教育課程として⾏われる教育活動を除き、主として⻘少年及び成⼈に対
して⾏われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）をいう。 

 

第三章 社会教育関係団体 

（社会教育関係団体の定義） 

第⼗条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法⼈であると否とを問わず、公の⽀配に属しない
団体で社会教育に関する事業を⾏うことを主たる⽬的とするものをいう。 

（⽂部科学⼤⾂及び教育委員会との関係） 

第⼗⼀条 ⽂部科学⼤⾂及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専⾨的
技術的指導⼜は助⾔を与えることができる。 

２ ⽂部科学⼤⾂及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関
する事業に必要な物資の確保につき援助を⾏う。 

（国及び地⽅公共団体との関係） 

第⼗⼆条 国及び地⽅公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる⽅法によつても、不当に統
制的⽀配を及ぼし、⼜はその事業に⼲渉を加えてはならない。 

（審議会等への諮問） 

第⼗三条 国⼜は地⽅公共団体が社会教育関係団体に対し補助⾦を交付しようとする場合には、あ
らかじめ、国にあつては⽂部科学⼤⾂が審議会等（国家⾏政組織法（昭和⼆⼗三年法律第百⼆⼗
号）第⼋条に規定する機関をいう。第五⼗⼀条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、
地⽅公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場合
には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助⾦の交付に関する事項を調査審議する審議
会その他の合議制の機関）の意⾒を聴いて⾏わなければならない。 

（報告） 

第⼗四条 ⽂部科学⼤⾂及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研
究のために必要な報告を求めることができる。 



岸和⽥市社会教育関係団体⼀覧

団体名 1．岸和⽥市ＰＴＡ協議会

事業概要 Ｒ2 事業実施内容 Ｒ2補助事業の効果 Ｒ2
交付決定額

Ｒ3
予算額

Ｒ3
交付申請額

構成⼈数

 市⽴各学校園ＰＴＡが相互
に連携し、協⼒しあい、ＰＴＡの
健全な発展を図るとともに、教育
の振興と園児・児童・⽣徒の健
全育成に努めることを⽬的として
いる。

・⼦どもの安全確保（⾒まもり等）事業
・市内⼀⻫清掃活動
・中⾼部会研修会（中学⽣の本⾳、⾼校
⽣の想いアンケート回答集作成）

※新型コロナウィルスの影響で多くの活動を中⽌

 ⼤阪府PTA 協議会、泉南地区PTA協議
会等、関係各団体等が主催する会議・研修
会に参加することにより、連携・相互協⼒を図
ることができる。市PTAだよりを発⾏することに
よって、PTA活動の周知・啓発の促進、各研
修会内容の伝達などを図ることができる。
⼦どもの安全⾒守り隊事業の⽀援ができる。

240,000円 240,000円 240,000円 Ｒ３　16名
※幼⼩中⾼を総括

団体名 ２．岸和⽥市⻘少年指導員協議会

事業概要 Ｒ2 事業実施内容 Ｒ2補助事業の効果
Ｒ2

交付決定額
Ｒ3

予算額
Ｒ3

交付申請額
構成⼈数

 各⼩学校区⻘少年指導員相
互の連絡協調を図り、また⻘少
年指導に関する諸問題の研究協
議を⾏い、もって地域における⻘
少年健全育成活動を円滑かつ、
効果的に推進することを⽬的とし
ている。

・危険箇所事故防⽌⽤看板・痴漢注意喚
起啓発看板設置
・市内⼀⻫パトロール（夜店、年末も）
・成⼈式協⼒
・⻘指協だより「⾚しゃつ」発⾏

※新型コロナウィルスの影響で多くの活動を中⽌

 次代を担う⻘少年の主体性や社会性を育
む、健全育成に向けた活動ができる。また、⻘
指協の活動及び⾏事について、各単位町全
⼾配布にて報告、PRをすることにより、地域の
⼤⼈が、より⻘少年の育成に関⼼を持つこと
に繫げることができる。

634,000円 640,000円 640,000円 Ｒ３　445名
（委嘱）

団体名 ３．岸和⽥市こども会育成連絡協議会

事業概要 Ｒ2 事業実施内容 Ｒ2補助事業の効果
Ｒ2

交付決定額
Ｒ3

予算額
Ｒ3

交付申請額
構成⼈数

 こども会育成に関する諸問題に
ついて研究し、育成者及び指導
者相互の連絡、協調を密にすると
ともに、⾃主的な活動、実践を通
してこども会の発展を図ることを⽬
的としている。

・成⼈式協⼒ ・⻘少年育成連絡会出席
・泉州こども会連絡会出席

※新型コロナウィルスの影響で多くの活動を中⽌

 校区⼦ども会⼜は単位こども会間の交流
の推進、連携の強化、育成者の養成、活動
の場の確保や整備、他団体との友好関係の
推進等に取り組むことができる。泉南ブロック
こども会育成連絡協議会、関係各団体等が
主催する会議・研修会に参加することにより、
連携や相互協⼒を図ることができる。

126,564円 340,000円 340,000円 Ｒ３　25名
※市内⼩学校区を総括



団体名 ４．岸和⽥市⻘年団協議会

事業概要 Ｒ2 事業実施内容 Ｒ2補助事業の効果 Ｒ2
交付決定額

Ｒ3
予算額

Ｒ3
交付申請額

構成⼈数

 市内の各連合⻘年団の連絡
調整を図り⾃主的な⻘年団活動
の育成に努めている。また、⼤阪
府⻘年団協議会、⽇本⻘年団
協議会への加⼊によって各地の
⻘年団組織と情報交換をするこ
とで、活動の活性化に繋げてい
る。

・卒業記念アート制作（市内全中学校）
・年末夜警パトロール
・成⼈式協⼒

※新型コロナウィルスの影響で多くの活動を中⽌
 

 各単位町⻘年団間での交流の推進、地
域へ貢献する⾃主的活動の促進、指導者の
育成及び⻘年団活動の育成に取り組むこと
ができる。 360,000円 360,000円 360,000円 Ｒ３　41名

団体名 ５．⽇本ボーイスカウト岸和⽥育成会

事業概要 Ｒ2 事業実施内容 Ｒ2補助事業の効果
Ｒ2

交付決定額
Ｒ3

予算額
Ｒ3

交付申請額
構成⼈数

 ⾃⽴⼼のある健全な⻘少年の
育成を⽬的とした世界的な運動
であり、⼼⾝ともにバランスのとれ
た⼈格の形成をめざしている。

・清掃活動 ・ワクワク⾃然体験会
・神於⼭ハイキング ・野外⼯作
・国際マラソン奉仕 等

※新型コロナウィルスの影響で多くの活動を中⽌

 団役員、リーダー共にボランティアで活動して
いるが、野外活動やレクリエーション事業等、
団体活動資⾦として補助⾦を使⽤し、社会
教育団体として成果ある活動が⾏うことがで
きる。

120,000円 120,000円 120,000円

（第4団）
Ｒ３　40名

（第5団）
Ｒ３　50名

団体名 ６．ガールスカウト⼤阪府第78団

事業概要 Ｒ2 事業実施内容 Ｒ2補助事業の効果
Ｒ2

交付決定額
Ｒ3

予算額
Ｒ3

交付申請額
構成⼈数

 「やくそく」「おきて」を基本とし、
少⼥の社会教育をなすため、少
⼥たちの健全な⼼⾝発達に寄与
する事業やガールスカウト運動の
啓発と健全な育成を図るための
事業を⾏っている。

・岸城神社清掃奉仕
・クリスマス会
・ワールドシンキングデイ 等

※新型コロナウィルスの影響で多くの活動を中⽌

 保護者会員、卒団スカウトにも府連盟指
導者研修を受講してもらい、本活動への理解
を深め、リーダーとして活躍できるよう⽀援して
いる。少⼦化の中、⼩学校、幼稚園、保育
所にもチラシを配布し、本活動に関⼼を持って
もらえるよう体験集会を設ける。

120,000円 120,000円 120,000円 Ｒ３　83名



団体名 ７．岸和⽥市障害者学級しゃぼんだま

事業概要 Ｒ2 事業実施内容 Ｒ2補助事業の効果 Ｒ2
交付決定額

Ｒ3
予算額

Ｒ3
交付申請額

構成⼈数

 ⽣涯学習の⼀環として、会員
が様々な活動を通じて仲間づくり
や社会参加や⾃⼰表現などを⾏
うことを⽬的としている。
 平成17年度からは社会教育
関係団体へと移⾏し、⾃主的に
学習運営する「岸和⽥市障害者
学級しゃぼんだま」となり、活動を
⽀援をしている。

・ボーリング
・フライングディスク体験会
・映画鑑賞
・芋掘り
・コンサート
・みかん狩り、焼き芋

※新型コロナウィルスの影響で多くの活動を中⽌

 障がい者は帰宅後や休⽇などは孤独に
なっている場合が多く、親も⾼齢化する中でま
すます⼀⼈で過ごすことが増える傾向にある。
地域社会の中で多くの⼈達と関わり、「⽣きる
⼒」を学ぶ場として⽉に1度活動している。ま
た、他団体との交流や、企業のCSRの⼀環と
してボランティアの受⼊れを⾏い、他者との関
わり⽅を学んでいる。障がい者に対する理解
が深まり広がりができてきている。

350,000円 350,000円 350,000円 Ｒ３　77名

団体名

事業概要 Ｒ1 事業実施内容 Ｒ1補助事業の効果
Ｒ2

交付決定額
Ｒ3

予算額
Ｒ3

交付申請額
構成⼈数

 夏休み中、家に閉じこもりがち
な障害児に、主にプール遊びを中
⼼とした活動の場を提供し、ボラ
ンティア活動を通して障害児との
関わりを持つことにより、障害児に
対する理解を深め、地域の教育
活動の⼀つとして、幅広い市⺠に
障害児教育についての関⼼を⾼
めることを⽬指している。

・プール遊び（7/23、25、29、31 4⽇間）
・泉南地区合同⼣涼み会（8/17）

※令和２年度は、新型コロナウィルスの影響で活動
中⽌により、補助⾦の交付申請はなし。

 サマースクールの運営には、ボランティアにより
⽀えられているので、「社会教育活動」として
訴えることができることで、学⽣や教職員の協
⼒を得ることができる。多くの⽅々にボランティ
アを体験してもらい、障害児理解へと繋げてい
る。

0円
※R2は中⽌

※R1は
240,000円

240,000円 80,000円 Ｒ３募集　30名

８．岸和⽥市障害児のためのサマースクール実⾏委員会



1 岸和⽥市 PTA 協議会 

1 
 

令和３年度 岸和田市ＰＴＡ協議会事業計画（案） 

本市独自事業 

月 日 行 事 名 主 な 内 容 

4～3 子どもの安全確保関連事業 子どもの安全見まもり隊、「こども 110 番」運動 

4 10 新旧合同役員会 引継ぎ及び総会議案の審議 

5 21 市ＰＴＡ総会  役員選出、決算及び事業報告・予算及び事業計画審議 

6 26 各単位ＰＴＡ役員連絡会 意見交換会 

７ 公立高等学校合同説明会 泉南地区公立高等学校合同説明会 

9 25 幼小部会研修会 講演会 

11～12 市内一斉清掃活動 各単位ＰＴＡにて実施 

11 6 中高部会研修会 青少年育成団体と共催 講演会 

2 4 
市ＰＴＡ大会 

兼 泉南地区ＰＴＡ講演会
式典、講演会 

2 19 各単位ＰＴＡ役員連絡会 意見交換会 

4～3 子どもの安全見守り隊の活動を支

援する募金他  

子どもの登下校の安全を見守っていただいている子どもの安全見守り隊

の方に物品をお渡し、活動を支援するための募金活動 

 

ＰＴＡだより発行（広報部会） 

月 日 広 報 紙 名 主 な 内 容 

9 上旬 市Ｐだより 90 号 新役員紹介、新年度事業計画、役員連絡会 等 

2 下旬 市Ｐだより 91 号 日Ｐ大会、市Ｐ大会、近Ｐ大会、市ＰＴＡ行事、 

役員連絡会、三行詩作品 等 

 

参加行事（空欄は日時未定） 

月 日 行  事  名 主 な 内 容 会場等 

6 泉南地区ＰＴＡ総会 新協議員選出 等 岸和田市 

6 19 大阪府ＰＴＡ総会 新役員選出 等 未定 

7 10 社会を明るくする運動

市民集会 

式典、表彰、作文発表、講演 等 マドカホール

8 21 日本ＰＴＡ全国研究大会 記念講演、全体会、分科会 未定 

10  人権教育地区別セミナー 研修会（泉Ｐ指導者セミナー） 未定 

11 9 日本ＰＴＡ近畿ブロック 

研究大会 

記念講演、全体会、分科会 大阪国際会議

場 

1 10 岸和田市成人式 成人式運営応援 総合体育館 

1 15 大阪府ＰＴＡ研究大会 表彰、記念講演、発表 未定 

1 いきいき市民のつどい 講演、発表等 未定 

 



２ 岸和⽥市⻘少年指導員協議会 

２ 
 

令和３年度月別事業計画（案） 

※新型コロナウイルスの影響により、変更する可能性あり 

月 主 催 行 事 関 連 行 事 

４ 

～ 

８ 

・総会 

・危険箇所事故防止及び環境整備活動 

・青指協だより「赤しゃつ」発行 

・花火大会特別巡視 

・夜店、盆踊りにおいての巡視活動 

・夏期校区別研修会 

・夏期校区別研修報告会 

・夏休み期間の街頭指導 

・市民フェスティバル協力 

・府青指協総会 

・泉南ブロック青指協総会 

・青少年非行問題に取組む全国強調月間 

・泉南ブロック青指協定例会 

・違法屋外広告物除去活動 

 

９ 

～  

12 

 

・祭礼巡視本部 

・市内各所詰所設置 

・祭礼街頭指導 

・冬休み期間の街頭指導 

・年末夜警街頭指導 

 

・府青指協研修会 

・違法屋外広告物除去活動 

・春木川・轟川一斉清掃 

・津田川一斉清掃 

・市民スポーツカーニバル協力 

・青指協泉南ブロック定例会 

・青少年健全育成強調月間 

・府青少年健全育成研究集会 

・青指協泉南ブロック研修会 

１

～  

３ 

・戎祭礼街頭指導 

・環境整備活動 

・冬期研修会 

・青指協だより「赤しゃつ」発行 

・指導員交流会 

・春休み期間の街頭指導 

・府青指協講演会交流会 

・泉州国際市民マラソン協力 

・青指協泉南ブロック定例会 

・春木川・轟川一斉清掃 

・津田川一斉清掃 

◎ 協議会運営委員会は原則として毎月 1 回開催する。 

◎ 60 周年事業実行委員会は令和 3 年度は原則 2 ヵ月に 1 回開催する。 

◎ 校区青少年指導員会は定期的に開催し、各種行事の実施並びに啓発活動を行う。 

◎ 青少年指導員は定期的に校区内の街頭指導のため巡視を行う。 



３ 岸和⽥市こども会育成連絡協議会

月 市こ連主催事業 泉こ連主催事業 府こ連主催事業 近子連主催事業 全子連主催事業

4 総会

こども会議

育成者親善交歓大会

育成者学習交流会

こども交歓会

7
夏季スポーツ大会
  （ソフトボール）

8

9 こども交歓会

10

11
近畿地区子ども会
育成研究協議会

全国子ども会育成
中央会議･研究大会

12

1 新年合同委員会 府こ連表彰式

卓球審判講習ルール説明会

冬季スポーツ大会  （卓球）

3 こども会大会

◎その他
　市民スポーツカーニバル、泉州国際市民マラソンへ参加協力
　市こ連役員会・校区委員会、体育・文化広報部会、市こ協役員会を適時開催

令和３年度　事業計画（案）

5 泉こ連総会

6

2 泉こ連親善交歓大会

３



４ 岸和⽥市⻘年団協議会 

月

10

4

　て、この先に繋げられるような事業を展開したいと思っておりますので、そ

　の際はご協力の程よろしくお願いします。

１
成人式
役員会

３ 役員会

※その他の事業計画については、新型コロナウイルスの影響、社会情勢を踏ま
　えて検討中です。事業を行える情勢になれば、今の状況を少しでも元気付け

12 年末夜警

令和３年度　事業計画（案）

市　青　協

５ 役員会

6
役員会

薬剤散布

８
総会

常任委員会

卒業記念アート制作

11 常任委員会



5-1　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第４団）
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5-1　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第４団）
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5-1　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第４団）
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5-1　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第４団）
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5-1　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第４団）
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5-2　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第5団）
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5-2　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第5団）
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5-2　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第5団）
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5-2　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第5団）
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5-2　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト岸和田第5団）
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６　ガールスカウト大阪府第78団
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６　ガールスカウト大阪府第78団
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６　ガールスカウト大阪府第78団
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６　ガールスカウト大阪府第78団
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７　岸和田市障害者学級しゃぼんだま

19



８　岸和田市障害児のためのサマースクール実行委員会

20
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